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会議の名称 令和３年度第２回本庄市水道事業審議会 

開 催 日 時 令和４年 ３月２９日（火） 
午後 ３時００分から 

午後 ４時１０分まで 

開 催 場 所 本庄市役所６階 大会議室 

出 席 者 

（委員）小林 猛委員、山田 康博委員、竹内 肇委員、 

永尾 一郎委員、髙橋 博志委員、柴﨑 厚委員、 

池田 芳子委員、北野 守康委員、小磯 雄一郎委員、 

下岡 忠敬委員 

（事務局）佐藤上下水道部長、平賀水道課長、中西課長補佐、 

髙山課長補佐、山下課長補佐、武藤主査、木村主任 

 欠 席 者 冨田 雅寿委員、江原 貞治委員 

議  題 

（次  第） 

１．開会 

２．委嘱状交付 

３．市長挨拶 

４．委員・事務局紹介 

５．会長・副会長選出 

６．議題 

（説明事項） 

第１号 本庄市水道事業審議会の設置及び目的について（資料２） 

（協議事項） 

第１号 審議会の運営方法について（案）（資料３） 

（説明事項） 

第２号 令和２年度水道事業会計決算について（資料４） 

７．その他 

８．閉会 

配 付 資 料 

（事前配布資料） 

令和３年度第２回本庄市水道事業審議会次第 

資料 1   本庄市水道事業審議会委員（敬称略・順不同） 

資料 2   本庄市水道事業審議会条例 

資料 3  水道事業審議会の運営方法について（案） 

資料 4  令和２年度本庄市水道事業会計決算概況 

その他特記事項 審議会の協議により、発言者氏名は記載しないこととする。 

主 管 課 上下水道部水道課 
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会   議   録 

会 議 の 経 過 

発 言 者 発言内容・決定事項等 

事務局（課長） 皆さま、こんにちは。 

本日は、公私ともに大変お忙しい中、本庄市水道事業審議会に御出席

を賜りまして、誠にありがとうございます。 

私は、本日、進行を務めさせていただきます、水道課長の平賀と申し

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

本日の会議時間でございますが、全体で１時間３０分程度を予定させ

ていただいておりますので、よろしくお願いいたします。 

また、本日の審議会の議題でございますが、今任期の委員の皆さまは

改選後初めての審議会ということですので、本来であれば本市水道事業

運営の骨格となります基本方針、「本庄市水道事業基本計画」、いわゆる

「本庄市水道事業ビジョン」につきまして、御説明をさせていただくと

ころではございますが、お時間の都合もございまして、本日は「令和２

年度水道事業会計決算」の御説明をさせていただき、次回、改めまして

「本庄市水道事業ビジョン」の内容を御説明させていただきたいと考え

ております。予め御了承いただきますようお願いいたします。 

では、会議に入らせていただきます。始めに、本日の会議で使用する

資料を確認させていただきます。 

 （配付資料の確認） 

事務局（課長） それでは次に、次第の２番、委嘱状の交付を行わせていただきます。

お名前を申し上げますので、その場でお立ちいただき、市長より委嘱状

の交付をお受けいただきますようお願いいたします。 

 （市長より各委員に委嘱状の交付） 

事務局（課長） ありがとうございました。なお、本日欠席の御連絡をいただいている

冨田雅寿様、江原貞治様につきましては、事務局より後日委嘱状の交付

をさせていただきますので、御了承いただきたいと存じます。 

それでは、ここで吉田市長より御挨拶を申し上げます。 

吉田市長 皆さまこんにちは。 

本日は大変お忙しいところ、御参集賜りまして誠にありがとうござい

ます。新たに委員に就任された皆さま方に、ただいま本庄市水道事業審

議会委員の委嘱をさせていただきました。令和３年度におきまして、第

２回目の審議会となりますが、改選後初めての審議会の開催ということ

になりますので、委員の皆さまには様々なお立場において、本市の水道

事業に対しまして、御意見を頂戴することになるわけでございます。 
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どうぞよろしくお願い申し上げます。 

さて、本市の水道事業を紐解きますと、昭和３年に児玉水道事業の事

業着手から始まり、そして昭和３４年には本庄市水道事業の着手、平成

１８年の市町の合併を機に、水道事業も平成２１年に一つの事業に統合

して、現在に至っているところでございます。 

その間、水道事業を取り巻く環境は大きく変化をしており、人口減少

社会の到来、また近年の新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により

まして、給水収益が減少する一方、水道施設の老朽化の進行、そして災

害に備えていくために施設の強化が求められるところでございまして、

様々な課題もある中で更新需要も高まっております。また、現在様々な

課題に直面しているところでして、今後を考えますと現状は非常に厳し

いという認識をしていかなければならないと感じております。本庄市は

県下の水道事業の中では、基本料金が大変低廉であるということは一つ

の「売り」ではございますけれども、やはり将来を見据えて持続可能な

水道事業にしていかなければならない。そのためには市民の皆さま方に

もいろいろな面で、御理解をいただかなければならない場面もあると、

このように私自身は考えているところでございます。 

いずれにいたしましても、こういった課題に対応していくために、本

市では、平成３０年３月に「信頼を未来へつなぐ 本庄の水道」、このよ

うに題しました「本庄市水道事業ビジョン」、そして平成３１年３月に本

庄市水道事業ビジョンが目指す方向性の一つである「安全」を実現する

ための取組としまして「本庄市水安全計画」を策定し、水道施設の計画

的な更新、また地震などの災害対策の推進を図っているところでござい

ます。 

この審議会におかれましては、引き続き、平成３０年５月に諮問させ

ていただきました、「本庄市水道事業ビジョンに掲げた施策の取組状況

及び今後の取組等」につきまして、十分な御審議をいただき、将来の展

望を見据えて水道事業をより良いものにして参りたいと、このように考

えているところでございます。 

どうぞ、委員の皆さま方におかれましても、水道事業に対しまして、

より一層の御支援と御協力、また御助言を賜りますよう、お願いを申し

上げまして、私からの御挨拶とさせていただきます。御参集誠にありが

とうございました。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。 

事務局（課長） ありがとうございました。なお、誠に申し訳ありませんが、市長は他

の公務がございます関係から、ここで退席とさせていただくこととなり

ますので、御了承をお願いいたします。 

（市長退席） 

それでは、次第の４番に進めさせていただきます。本日は、委員の皆
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さまは改選後、第１回目の審議会ということでございます。大変恐縮で

はございますが、委員の皆さまの自己紹介を、【資料１】の名簿順に従い、

各委員から一言ずつお願いしたいと存じます。 

 （委員の自己紹介） 

事務局（課長） 委員の皆さま、どうもありがとうございました。どうぞよろしくお願

いいたします。続きまして、事務局の紹介をさせていただきます。 

 （事務局の自己紹介） 

事務局（課長） ありがとうございました。それでは、次第の５番、会長・副会長の選

出に移らせていただきたいと存じますが、その前に本日の出席者が会議

に必要な定数に足りているかを御報告させていただきます。 

お手元の【資料２】、「本庄市水道事業審議会条例」第７条第２項にご

ざいますとおり、「審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開く

ことができない」ことと規定しております。本日、御出席いただいてお

ります委員の方は全１２名中、１０名でございます。会議成立に必要な

過半数に足りていますことを御報告させていただきます。 

次に、会長及び副会長の選出に移らせていただきます。本審議会の会

長・副会長の選出につきましては、審議会条例第６条第１項で、「会長及

び副会長１人を置き、委員の互選により定める」と規定してございます

ので、始めに会長の選出をお願いしたいと存じます。第１回目の会議と

いうことで、会長が決まるまでの進行につきましては、上下水道部長の

佐藤が務めさせていただきたいと存じますが、よろしいでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

事務局（部長） それでは、委員の皆さまの御了承をいただきましたので、私の方で進

行をさせていただきます。先ほども説明をさせていただきましたが、「会

長及び副会長は委員の互選により定める」との規定がございます。会長

の互選につきまして、いかが取り計らったらよろしいか、御意見がござ

いましたら、よろしくお願いいたします。 

（「事務局一任」の声あり） 

事務局（部長） それでは、前回の会長の選出の経緯を御説明させていただきます。前

回の選出は今回と同様に１号委員、これは市議会議員の方から構成され

ています。２号委員は、識見を有する方から構成された委員でございま

す。３号委員は、使用者の方から選出された委員でございまして、前回

は、「１号委員の方の中から会長を」という御意見がございまして、１号

委員３名の方の中から会長になっていただいたという経緯がございま

す。 

委員の皆さまの御異議がないようでしたら、前回にならいまして、１

号委員の方から会長をお願いするのはいかがでしょうか。 

（異議なしの声あり） 
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事務局（部長） ありがとうございます。それでは、１号委員の中の前回会長職をされ

た方にお願いすることでよろしいでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

前回は小林委員に、会長職を務めていただいていたので小林委員にお

願いしたいと存じますが、御了承いただけるようでしたら、御承認の拍

手をいただければと存じます。 

（拍手あり） 

ありがとうございます。では、小林会長におかれましては、前方の会

長席へ御移動をお願いいたします。 

（会長席に移動） 

それでは、小林会長より、御挨拶をいただきたいと存じます。よろし

くお願いいたします。 

会長 本庄市議会からお世話になります、小林でございます。皆さまの御理

解と御協力をいただきながら、審議会をスムーズに運営できればと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

事務局（部長） ありがとうございました。それでは、会長が決まりましたので、私は

進行の任を解かせていただきます。ただ今より会長の進行のもと、副会

長の選出をお願いしたいと存じます。よろしくお願いします。 

会長 それでは、副会長の選出をお願いしたいと存じます。副会長の互選に

ついて、委員の皆さま、何か御意見はございますか。 

（「会長一任」の声あり） 

それでは、ただ今、「会長一任」との御意見をいただきましたが、事務

局の案はありますか。ありましたらお願いします。 

事務局 ただ今、「会長から事務局の案があれば」とのお話をいただきましたの

で、事務局案を提示させていただきます。 
本審議会におきまして、委員の皆さまに御審議をいただく内容につき

ましては、平成３０年５月２４日に開催しました審議会において提出さ

れた市長からの諮問への答申についてでございます。【資料２】にござい

ます諮問書の内容でございますが、具体的に申し上げますと、平成３０

年３月に策定いたしました「本庄市水道事業ビジョン」に掲げる施策へ

の取り組みについて、御意見・御審議をいただき、答申をするものでご

ざいます。 
答申にあたりましては、水道事業に関する多様な視点に基づく御意

見・御提言なども必要になることがございますことから、事務局案とい

たしましては、全国の水道事業体で組織されています日本水道協会様か

ら御推薦をいただいております北野委員に副会長職をお願いできれば

と考えているところでございます。以上でございます。 
会長 ただいま、事務局から北野委員を副会長に推薦する提案がありました
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が、いかがでしょうか。御異議のない場合は、拍手をもって承認をお願

いいたします。 
（拍手あり） 

ありがとうございます。では、御異議がないようですので、副会長は

北野委員にお願いしたいと思います。北野委員、よろしいでしょうか。 

副会長 はい、承知いたしました。よろしくお願いいたします。 

会長 御協力いただけるということでございますので、北野委員には副会長

席にお移りいただきたいと存じます。 
（北野委員、副会長席に移動） 
それでは、副会長に北野委員ということですので、一言、北野副会長

より御挨拶をお願いいたします。 

副会長 日本水道協会の北野でございます。御指名いただきましたので、恐縮

ではございますが、御挨拶を申しあげます。ただいま事務局からの御推

薦、並びに会長をはじめ委員の皆さまの御承認をいただき、本審議会の

副会長を仰せつかりました。本審議会がその目的を達成できますよう

に、皆さまの御協力をいただきながら会長を補佐して議事に臨んで参り

たいと存じます。 

甚だ簡単ではございますが、この度の本庄市水道事業審議会の副会長

選任にあたっての御挨拶とさせていただきます。皆さま、どうぞよろし

くお願いいたします。 

事務局（課長） ありがとうございました。続きまして、次第の６番、議題へ移らせて

いただきます。議事の進行につきましては、会長が議長となって議事の

進行を行っていただくこととなっておりますので、進行を小林会長にお

願いしたいと存じます。 

なお、議題に関しまして質疑のある方は、挙手のうえ、議長の許可を

受けた後に御発言をいただきたいと存じます。それでは、よろしくお願

いいたします。 

会長 それでは、さっそく議事に入ります。皆さまの御協力をよろしくお願

いいたします。始めに、説明事項の第１号「本庄市水道事業審議会の設

置及び目的について」、事務局より説明をお願いします。 

事務局 （資料２に基づき説明） 

会長 ただ今の事務局の説明につきまして、御質疑がありましたら、お受け

いたします。挙手をもってお願いいたします。 

（質疑なし） 

御質疑がないようですので、続きまして、協議事項、第１号「水道事

業審議会の運営方法について（案）」、事務局より説明をお願いします。 

事務局 （資料３に基づき説明） 

会長 ただ今の事務局の説明につきまして、御質疑がありましたら、お受け
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いたします。挙手をもってお願いいたします。 

（質疑なし） 

御質疑がないようでしたら、会議は公開とし、傍聴人の定数は１０人

ということでよろしいでしょうか。また、会議録の手続きにつきまして

は、事務局の提案のとおりで御異議はございませんか。ただ今の事務局

の説明につきまして、御異議がありましたら、お受けいたします。挙手

をもってお願いいたします。 

（異議なし） 

御異議がないようですので、事務局の提案のとおり決定したいと存じ

ます。【資料３】の水道事業審議会の運営方法について（案）の案につい

て削除をお願いいたします。 

ではここで、事務局に確認します。本日の会議の傍聴希望者はおりま

すか。 

事務局 本日の傍聴希望者は、おりません。 

会長 では、会議を続行いたします。 

続きまして、説明事項、第２号「令和２年度水道事業会計決算につい

て」、事務局より説明をお願いいたします。 

事務局 （資料４に基づき説明） 

会長 ただ今の説明につきまして、御質疑がありましたら、お受けいたしま

す。挙手をもってお願いいたします。 

委員 業務指標の施設利用率というところで、令和２年度は 61％ということ

で、この数字がどのくらいならいいのか。これは、結局余裕率ですよね。

どこか大きな一番メインの設備が壊れた時にどのくらい余裕があるか

試算はされているのでしょうか。 

事務局 委員の御質問にお答えさせていただきます。施設利用率につきまして

は、令和２年度については 61％ということで説明をさせていただきまし

た。これは高ければ高いほど、効率よく施設が利用されているというこ

とになりますが、反面 100％になってしまうと何かあったときに足らな

い状況になってしまいます。ここの値につきましては、この値が良いと

いうことはございませんので、その辺につきましては、本市の水道事業

として、どの値が効率的でいいのかというところを今後調査を行いなが

ら、利用率を高めるような考え方をしていきたいと考えています。 

先ほど、質問の中で大規模な施設が例えば災害等で壊れてしまった場

合、それ以外の施設で耐えられるのかというお話ですが、旧本庄市と旧

児玉町の地域では水道施設の配水の方法が異なっております。基本的に

旧本庄市の地域については、直接浄水場から圧力をかけまして皆さまの

御家庭の方に直接給水する方式をとっておりますが、旧児玉町の地域に

つきましては、高柳というところに配水池がございまして、いったんそ
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の配水施設にいれてから自然の高さを利用して、自然の圧力によって給

水する方式となっております。旧本庄市と旧児玉町、それぞれの地域で

方式が異なっておりますことから、本市の水道事業のメインである第二

浄水場が壊れてしまった場合に、どのようになるか想定はしてはいます

が、なかなかどのくらい減り、影響がでてしまうかという比率は出せて

いない状況です。これにつきましては、今後お示しできるように考えて

いるところでございます。 

事務局 補足の説明になりますが、令和２年度決算に基づく施設利用率です

が、令和２年度の全国平均が 60.69％、さらに類似団体の平均値につき

ましては 59.91％となっております。本庄市の水道事業につきましては、

類似団体と比較しますと高い状況にありますが、今後給水人口の減少が

見込まれる中、そういったことを踏まえますと、適切な施設規模がどう

いったものなのか、それに対して、施設の統廃合、ダウンサイジングな

ど、これらも将来的には検討していくことが必要になるのではないかと

思われます。 

委員 業務指標のところで料金回収率なのですが、水道料金は安いけれど

も、回収率ということで県は 103.2％、本庄市は 107.3％ということで

県と比較すると使っている人より、それに対して料金を支払う人が少な

いということですか。 

事務局 こちらの料金回収率ですが、水道料金を支払っている方の全体の母数

が少ないということではございません。こちらにつきましては、給水、

皆さまに水を配る費用につきまして、それを水道料金全体と比較したと

きにどの程度賄えるかという指標でございます。 

料金水準が現時点、令和２年度時点で適切であるかどうかを評価する

率となっております。 

こちらの指標ですが、説明の中で申し上げました供給単価、皆さまに

お水を配る際の単価、それに対しまして給水原価、皆さまにお水を配る

際に係る費用の比率を示す指標でございまして、料金回収率が 100％を

下回っていると給水に係る費用が収益では賄えていない、先ほど御説明

を差し上げましたが、こちらの数値が低いと、今後の資金などの確保策

の再検討、施設等の統廃合なども検討する必要がありますが、令和２年

度におきましては、水道料金全体の収入が給水の費用を上回っている、

そういった解釈で認識していただければと思います。 

委員 県の数値より高くても支障はないということでしょうか。 

事務局 こちらにつきましては、まずは令和２年度の決算で見た限りというこ

とでございまして、市長の挨拶にもありましたが、今後更新費用が増大

していく、そういう中で給水収益、人口減少により水道料金の減少が見

込まれる、長期的に見ますと現在の状態を維持できるのかというと、水
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道事業として自助努力が必要になってくるということだと考えていま

す。 

委員 当然そうですよね。 

人口が減れば、使う人が少なくなるから、給水収益も減って、それが

料金に反映されて上がるということですよね。 

事務局 給水収益は下がりますが、水道事業といたしましては、まだまだ努力

する部分があるのではないかというところです。いま、我々の方で検討

しているのは民間の活力を活かしたいというところがございます。あと

もうひとつは、令和３年度から、今後の審議会で御説明を差し上げるア

セットマネジメント計画の策定をしているところでございます。来年度

に策定予定ですが、どういった内容のものかと申しますと、今ある水道

施設、水道管、配水場、浄水場こういった施設の、更新、当然老朽化を

していけば必ず更新が必要となってくるので、そちらの更新需要を概ね

４０年程度を見込んで算定をしております。その計画の更新をかけると

全体の費用が算出されますので、それに対して収益の減少が見込まれ

る、では、これをどういうふうに解決していくかというと、今使ってい

るものを長寿命化、例えば点検結果によって、本来は耐用年数４０年の

ものを５０年使用するなどの設定を行うなど、そういったものをアセッ

トマネジメント計画の中で整理をしているところでございます。そのう

えで、先ほど申しましたダウンサイジング、あるいは施設の効率化をし

ていくことによって、水道利用者の皆さまからいただく料金ではなく、

まずは自助努力する、それでも、万が一更新の費用の確保が難しいので

あれば、企業債の借入れやそういったものを含めて、料金体系の見直し

なども必要に応じて検討するということでございます。 

委員 今後費用がかかるということで、結局自助努力が必要ということです

よね。頑張ってやっていってもらえればと思います。 

会長 他に御質疑がございますか。 

質疑がないようですので、議題について終了いたします。以上で、本

日の議題は全て終了いたしました。 

議事進行への御協力、ありがとうございました。 

それでは、進行を事務局へ戻します。 

事務局（課長） 小林会長、ありがとうございました。 

それでは、次第の７番、「その他」でございますが、事務局から次回の

審議会の開催予定について説明させていただきます。 

次回の審議会は、「本庄市水道事業ビジョン」についてと、令和４年度

策定を予定しているアセットマネジメント計画などについて御説明を

させていただく予定でございます。開催時期でございますが５月、開催

場所につきましては、場所が変わりまして、本庄市水道庁舎を予定して
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おります。水道庁舎の場所につきましては、開催通知の送付に合わせま

して御案内させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

また「その他」につきまして、皆さまから何かございますか。 

委員  今御説明された５月に開催ということですが、５月のだいたいどのく

らいの時期といった目安はあるのでしょうか。 

事務局（課長）  ただ今の質問に対して御説明をさせていただきます。事務局といたし

ましては、５月の後半で中旬以降を予定しております。 

その他にございますでしょうか。 

（御意見・御質疑なし） 

それでは、次第の８番、閉会に移らせていただきます。 

閉会にあたりまして、北野副会長より御挨拶を頂戴したいと存じま

す。よろしくお願いいたします。 

副会長 御指名をいただきましたので、御挨拶申し上げます。 

委員の皆さまに置かれましては、当審議会の議事運営に御協力をいた

だきましてありがとうございました。お陰さまを持ちまして、全ての議

事を滞りなく終了することができました。円滑な議事運営に御協力をい

ただきましたことに改めて感謝を申し上げたいと存じます。 

甚だ簡単ではございますが、本日の本庄市水道事業審議会の閉会の挨

拶とさせていただきたいと存じます。どうもありがとうございました。 

Administrator
スタンプ


